
連結計算書類の連結注記表、計算書類の個別注記表

につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に

基づき書面交付請求をいただいた株主様に対して交
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第79期定時株主総会招集ご通知に際しての
電子提供措置事項

第79期（2024年４月1日から2025年３月31日まで）
・連結計算書類の連結注記表
・計算書類の個別注記表

萬世電機株式会社



連結注記表
１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

(1) 連結の範囲に関する事項

　連結子会社の状況

・連結子会社の数 ３社

・連結子会社の名称 萬世電機香港有限公司

万世電機貿易（上海）有限公司

日本原ソーラーエナジー株式会社

(2) 持分法の適用に関する事項

　該当事項はありません。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち万世電機貿易（上海）有限公司の決算日は、12月31日であります。

　当連結計算書類の作成に当たっては同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生

じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

(4) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. その他有価証券

・市場価格のない株式等 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売

　以外のもの 却原価は移動平均法により算定）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

ロ. デリバティブ 時価法

ハ. 棚卸資産

・商品 主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産 定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　８年～38年

機械及び装置　　　５年～17年

その他　　　　　　４年～20年

ロ. 無形固定資産 定額法を採用しております。

③ 重要な引当金の計上基準

イ. 貸倒引当金 売上債権等の貸倒損失に備えるため､ 一般債権について

は貸倒実績率により､ 貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し､ 回収不能見込額を計上

しております｡
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ロ. 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給

見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。

ハ. 役員賞与引当金 役員賞与の支出に備えるため、当連結会計年度における

支給見込額に基づき計上しております。

ニ. 役員退職慰労引当金 役員退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末

要支給額を計上しております。

④ 重要な収益及び費用の計上基準

　当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履

行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以

下のとおりであります。

イ. 商品販売取引 商品販売を収益の源泉とする取引には、電気機器・産業

用システム・電子デバイス・情報通信機器・設備機器の

販売などがあり、当該商品の引渡しを行う履行義務を負

っております。

国内の顧客に商品を販売する取引のうち当社倉庫から出

荷するものについては、出荷時から当該商品の支配が顧

客に移転される時までの期間が通常の期間であり、出荷

した時点で顧客が当該商品に対する支配を獲得している

ことから、履行義務が充足されていると判断し、出荷時

点で収益を認識しております。

また、仕入先から顧客へ商品が直送される取引について

は、着荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時ま

での期間が通常の期間であり、着荷した時点で顧客が当

該商品に対する支配を獲得していることから、履行義務

が充足されていると判断し、商品が顧客に着荷した時点

で収益を認識しております。

一方、国外の顧客に商品を販売する取引は、インコター

ムズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客

に移転した時点で収益を認識しております。

なお、顧客への商品販売等における当社グループの役割

が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る

額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識し

ております。
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ニ. ヘッジの有効性評価の

方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、

ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両

者の変動額等を基礎にして判断しております。

ロ. 工事契約取引 工事請負契約に基づく取引には、管工事・電気工事・機

械器具設置工事などがあり、当該工事を完成させ、引渡

しを行う履行義務を負っております。

当該工事契約取引は、主に契約における取引開始日から

完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間

がごく短期間であることから、顧客の検収を受けた時点

で収益を認識しております。

契約における取引開始日から完全に履行義務を充足する

と見込まれる時点までの期間がごく短期間ではない工事

契約については商品に対する支配が顧客に一定の期間に

わたって移転することから、履行義務の充足に係る進捗

度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわ

たり認識しております。なお、履行義務の充足に係る進

捗率の見積りの方法は、履行義務の結果を合理的に測定

できる場合は、見積総原価に対する実際原価の割合（イ

ンプット法）で算出しております。

⑤ 重要なヘッジ会計の方法

イ. ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変動リ

スクのヘッジについて振当処理の要件を充たしている場

合には、振当処理を採用しております。

ロ. ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…為替予約取引

ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引

ハ. ヘッジ方針 為替変動リスクの回避目的で需要に伴う取引に限定する

こととし、投機目的とした取引は一切行わない方針であ

ります。
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イ. 退職給付に係る会計処理

の方法

退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産は、従業員

の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見

込額に基づき、退職給付債務から年金資産を控除した額

を計上しております。なお、退職給付債務の算定にあた

り、退職給付見込額を当連結会計年度までの期間に帰属

させる方法については、期間定額基準によっておりま

す。

過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（７年）による定率法によ

り費用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（７年）に

よる定率法により、それぞれ発生の翌連結会計年度から

費用処理しております。

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用につい

ては、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の

包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上して

おります。

ロ. グループ通算制度の適用 グループ通算制度を適用しております。

⑥ その他連結計算書類の作成のための重要な事項

２.会計方針の変更に関する注記

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。

以下「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。

　法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正

会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第28号　2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）

第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更

による連結計算書類への影響はありません。

　また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合

の連結計算書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連

結会計年度の期首から適用しております。
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　　有形固定資産の減価償却累計額 1,105,439千円

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 2,300千株 - 663千株 1,636千株

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 12千株 663千株 663千株 12千株

イ. 2024年６月25日開催の第78期定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 137,258千円

・１株当たり配当額 60円

・基準日 2024年３月31日

・効力発生日 2024年６月26日

ロ. 2024年11月５日開催の取締役会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 91,505千円

・１株当たり配当額 40円

・基準日 2024年９月30日

・効力発生日 2024年12月６日

　2025年６月27日開催予定の第79期定時株主総会において次のとおり付議いたします。

・配当金の総額 146,141千円

・１株当たり配当額 90円

・基準日 2025年３月31日

・効力発生日 2025年６月30日

３. 連結貸借対照表に関する注記

４. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

(注)発行済株式の減少663千株は、自己株式の消却によるものであります。

(2) 自己株式の総数に関する事項

(注)1.自己株式数の増加663千株は、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用され

る同法第156条の規定に基づく自己株式の取得によるものであります。

(注)2.自己株式数の減少663千株は、会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却によるも

のであります。

(3) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち､配当の効力発生日が翌期になるもの
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５. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、短期資金計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達して

おります。余資金は、主に短期的な預金で運用しておりますが、リスクを伴う債券等の

金融商品については、余資金運用規定に従って運用し、また、短期的な運転資金を銀行

借入により調達しております。

② 金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である受取手形、売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されてお

ります。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リ

スクに晒されております。

　投資有価証券は、主に長期保有目的の債券及び取引先との関係強化を目的とする取引

先の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

　営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが135日以内の支払期日であり

ます。

　借入金は、主に運転資金調達を目的としたものであり、金利の変動リスクに晒されて

おります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

イ. 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社は、与信管理規定に従い、営業債権について、各営業部門が主要な取引先の状況

を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状

況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社について

も、当社の販売管理規定に準じて、同様の管理を行っております。

　また、債券は、格付の高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であり

ます。

ロ. 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　当社は、投資有価証券について定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を

把握し、また、債券以外のものについては、市況や取引先企業との関係を勘案して保有

状況を継続的に見直しております。

ハ. 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　当社は、経理部が資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などによ

り流動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等

を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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連結貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

投 資 有 価 証 券
　 そ の 他 有 価 証 券

1,216,141 1,216,141 －

種類
連結貸借対照表
計上額（千円）

取得原価
（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの

株式 1,216,141 335,186 880,954

債券

　国債･地方債等 － － －

　社債 － － －

　その他 － － －

その他 － － －

小計 1,216,141 335,186 880,954

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの

株式 － － －

債券

　国債･地方債等 － － －

　社債 － － －

　その他 － － －

その他 － － －

小計 － － －

合計 1,216,141 335,186 880,954

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2025年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりであります。なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額　43,242千円）は

「その他有価証券」には含めておりません。また、現金は注記を省略しており、預金、受取

手形、売掛金、電子記録債権、未収入金、支払手形及び買掛金、短期借入金、未払法人税等

は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

　なお、投資有価証券はその他有価証券として保有しており、これに関する連結貸借対照表

計上額と取得原価との差額は以下のとおりです。
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区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

　その他有価証券

　　株式
1,216,141 － － 1,216,141

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下

の３つのレベルに分類しております。

　レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形

成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格

により算定した時価

　レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット

以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

　レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン

プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時

価を分類しております。

① 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

（単位：千円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券

　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されてい

るため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

② 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

　現金は注記を省略しており、預金、受取手形、売掛金、電子記録債権、未収入金、支払手

形及び買掛金、短期借入金、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似

することから、注記を省略しております。
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報告セグメント

合計電気機器・産

業用システム

電子デバイ

ス・情報通信

機器

設備機器 太陽光発電

顧客との契約から

生じる収益 10,673,003 8,615,867 5,035,121 98,869 24,422,861

その他の収益 － － － － －

外部顧客への売上高 10,673,003 8,615,867 5,035,121 98,869 24,422,861

　　契約資産（期首残高） 10,278千円

　　契約資産（期末残高） 109,195千円

　　契約負債（期首残高） 29,528千円

　　契約負債（期末残高） 34,781千円

(1) １株当たり純資産額 7,224円09銭

(2) １株当たり当期純利益 431円76銭

６. 収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

報告セグメントごとに分解した収益の情報は以下のとおりであります。

（単位：千円）

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は「1.連結計算書

類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記((4)会計方針に関する事項)」に記

載のとおりであります。

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

① 契約資産及び契約負債の残高等

② 残存履行義務に配分した取引価格

　当社及び連結子会社では、当初の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実

務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。

７. １株当たり情報に関する注記

－ 9 －



個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 子会社株式 移動平均法による原価法

② その他有価証券

・市場価格のない株式等 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売

　以外のもの 却原価は移動平均法により算定）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

③ デリバティブ 時価法

④ 棚卸資産

・商品 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　　８年～38年

機械及び装置　　　　　10年～17年

工具、器具及び備品　　４年～20年

② 無形固定資産 定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金 売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上

しております。

② 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給

見込額の当事業年度負担額を計上しております。

③ 役員賞与引当金 役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給

見込額に基づき計上しております。
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④ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における

　　（前払年金費用） 退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してお

ります。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付

見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法につい

ては、期間定額基準によっております。

過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（７年）による定率法によ

り費用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（７年）による

定率法により、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理

しております。

⑤ 役員退職慰労引当金 役員退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末

要支給額を計上しております。

(4) 重要な収益及び費用の計上基準

　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び

当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりでありま

す。

①　商品販売取引 商品販売を収益の源泉とする取引には、電気機器・産業

用システム・電子デバイス・情報通信機器・設備機器の

販売などがあり、当該商品の引渡しを行う履行義務を負

っております。

国内の顧客に商品を販売する取引のうち当社倉庫から出

荷するものについては、出荷時から当該商品の支配が顧

客に移転される時までの期間が通常の期間であり、出荷

した時点で顧客が当該商品に対する支配を獲得している

ことから、履行義務が充足されていると判断し、出荷時

点で収益を認識しております。

また、仕入先から顧客へ商品が直送される取引について

は、着荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時ま

での期間が通常の期間であり、着荷した時点で顧客が当

該商品に対する支配を獲得していることから、履行義務

が充足されていると判断し、商品が顧客に着荷した時点

で収益を認識しております。

一方、国外の顧客に商品を販売する取引は、インコター

ムズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客

に移転した時点で収益を認識しております。

なお、顧客への商品販売等における当社グループの役割

が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る

額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識し

ております。
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②　工事契約取引 工事請負契約に基づく取引には、管工事・電気工事・機

械器具設置工事などがあり、当該工事を完成させ、引渡

しを行う履行義務を負っております。

当該工事契約取引は、主に契約における取引開始日から

完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間

がごく短期間であることから、顧客の検収を受けた時点

で収益を認識しております。

契約における取引開始日から完全に履行義務を充足する

と見込まれる時点までの期間がごく短期間ではない工事

契約については商品に対する支配が顧客に一定の期間に

わたって移転することから、履行義務の充足に係る進捗

度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわ

たり認識しております。なお、履行義務の充足に係る進

捗率の見積りの方法は、履行義務の結果を合理的に測定

できる場合は、見積総原価に対する実際原価の割合（イ

ンプット法）で算出しております。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変動リ

スクのヘッジについて振当処理の要件を充たしている場

合には、振当処理を採用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…為替予約取引

ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引

③ ヘッジ方針 為替変動リスクの回避目的で需要に伴う取引に限定する

こととし、投機目的とした取引は一切行わない方針であ

ります。

④ ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、

ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両

者の変動額等を基礎にして判断しております。

(6) その他計算書類作成のための基本となる事項

① 退職給付に係る会計処理 退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去

勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結計算書類

におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

② グループ通算制度の適用 グループ通算制度を適用しております。
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額 672,845千円

(2) 関係会社に対する金銭債権、債務

① 短期金銭債権 603,964千円

② 長期金銭債権 80,740千円

③ 短期金銭債務 1,986,722千円

① 売上高 1,655,637千円

② 仕入高 6,759,700千円

③ 営業取引以外の取引高 8,445千円

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 12千株 663千株 663千株 12千株

２.会計方針の変更に関する注記

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。

以下「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。

　法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正

会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第28号　2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）

第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更

による計算書類への影響はありません。

３. 貸借対照表に関する注記

(3) 取締役及び監査役に対する長期金銭債務

　長期未払金は、2019年６月27日開催の第73期定時株主総会において承認可決された社外取

締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給にかかる債務であります。

４. 損益計算書に関する注記

　関係会社との取引高

５. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

(注)1.自己株式数の増加663千株は、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用され

る同法第156条の規定に基づく自己株式の取得によるものであります。
(注)2.自己株式数の減少663千株は、会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却によるも
のであります。
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棚卸資産評価損 30,550千円

賞与引当金 60,372千円

未払事業税等 7,180千円

役員退職慰労引当金 33,641千円

投資有価証券評価損 9,927千円

関係会社株式評価損 45,852千円

会員権評価損 11,024千円

資産除去債務 18,241千円

その他 24,644千円

繰延税金資産小計 241,434千円

評価性引当額 △130,015千円

繰延税金資産合計 111,418千円

その他有価証券評価差額金 △271,367千円

前払年金費用 △24,621千円

固定資産圧縮積立金 △244,044千円

資産除去債務に対応する除去費用 △12,268千円

繰延税金負債合計 △552,301千円

繰延税金資産（△は負債）の純額 △440,882千円

６. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

　　　繰延税金資産

　　　繰延税金負債

(2) 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

　当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処

理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年８月12日）に従って、法人税及

び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っており

ます。

(3) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（令和7年法律第13号）が2025年３月31日に国会で

成立したことに伴い、2026年４月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課

税が行われることになりました。これに伴い、2026年４月１日に開始する事業年度以降に解

消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を

30.6％から31.5％に変更し計算しております。

　この変更により、当事業年度の繰延税金負債の金額（繰延税金資産の金額を控除した金

額）は15,187千円、法人税等調整額が7,512千円、それぞれ増加し、その他有価証券評価差

額金が7,674千円減少しております。
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種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当
事者と
の関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

その他
の関係
会社

三菱電機㈱
東京都
千代田
区

175,820

電気機械
器具の製
造、販売
等

被所有
直接

21.6
間接

0.1
 ―――

21.7

同社製
品の購
入等

営業
取引

商品の
販売

売上高
1,572,598

売掛金 469,554

商品の
購入
(仕入
値引)

仕入高
6,556,067

買掛金 1,976,512

未収入金 95,746

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当
事者と
の関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

役員及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有し
ている
会社等

日光産業㈱
（注1）

大阪市
福島区

10
不動産
賃貸業

被所有
直接

9.2

土地の
賃借

営業
取引

土地の
賃借

土地賃借
料
30,000

前払費用 2,500

賃借保
証金の
差入

－
差入保
証金

10,000

種類
会社等の名

称又は氏名
所在地

資本金又

は出資金

（百万円）

事業の

内容又

は職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(％)

関連当

事者と

の関係

取引の内容
取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）

その他

の関係

会社の

子会社

三菱電機住

環境システ

ムズ㈱

東京都

台東区
2,627

家庭用

電化製

品販売

－

同社製

品の購

入

営業

取引

商品の

購入

（仕入

値引）

仕入高

2,260,408

買掛金 860,891

未収入金 43,246

７. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社及び法人主要株主等

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

売上高、仕入高については、価格その他の取引条件は市場の実勢を参考に折衝の上決定し

ております。

(2) 役員及び個人主要株主等

（注）１. 当社取締役社長占部正浩及びその近親者が議決権の100％を直接所有しております。

２. 取引条件及び取引条件の決定方針等

本社の土地に係るものであり、不動産鑑定評価額を基礎として決定しております。

(3) 兄弟会社等

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

商品の購入については、価格その他の取引条件は市場の実勢を参考に折衝の上決定してお

ります。
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(1) １株当たり純資産額 6,825円57銭

(2) １株当たり当期純利益 398円03銭

８. 収益認識に関する注記

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表に同一の内

容を記載しているため、注記を省略しております。

９.１株当たり情報に関する注記
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